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「保健主事のための実務ハンドブック―令和２年度改訂―」

（令和３年３月 公益財団法人 日本学校保健会）



学校における「主任等」には、どのようなものがありますか？

「教務主任」「学年主任」＊１「保健主事」＊２「生徒指導主事（主
任）」＊３「進路指導主事（中学校）」＊４「その他の主任」＊５を置
くものとし、その担当する校務を整理する「主幹教諭」を置くとき
その他特別の事情のあるときは置かないことができるとされていま
す。 （学校教育法施行規則第44条＊１、45条＊２、70条＊３、71条＊４、47条＊５）

「主任等」の1つとして原則、各学校に「保健主事」を置くことになっています。
また、「主任等」は、「校務分掌」の1つとして校長の職務命令により命課され
るものです。

その職務は、担当校務についての連絡調整・指導助言を行うものです。 
（埼玉県公立小中学校管理規則（参考例）第15条の２）

上述の「主任等」に対しては、「教育業務連絡指導手当（1日200円を超えな
い範囲内）」が支給されています。
→（略）主任等に充てられた教諭、養護教諭又は栄養教諭が、その職務が困難
であるとして教育委員会規則で定める主任等の職務に従事したときに支給する。

（埼玉県学校職員の特殊勤務手当に関する条例第7条）

はじめに・・・学校における「主任等」について
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「保健主事のための実務ハンドブック―令和２年度改訂―」
（令和３年３月 公益財団法人 日本学校保健会）



〇生活習慣の乱れ 〇アレルギー疾患 〇感染症
〇メンタルヘルスに関する課題（いじめ、不登校、児童虐待など）
〇性に関する健康課題 〇薬物乱用

①子供の健康課題の把握

〇学校保健と学校全体の活動に関する調整
〇学校保健計画の作成と実施
〇学校保健に関する組織活動の推進

②学校保健に関する事項の管理

〇学校保健活動のマネジメント
〇保健主事と組織
〇保健主事とリーダーシップ

③保健主事に求められるマネジメント

保健主事として現代的健康課題
について理解しておきましょう。

学校における保健に関する
活動の調整に当たる職員と
して、保健主事が管理する
事項の理解を深めましょう。

学校保健活動の円滑な推
進に向けて保健主事の仕
事を効果的に進めるため
の、保健主事の実務に直
接関わりのあるマネジメ
ント等について理解を深
めましょう。

P.1

P.2

P.3

自校の子供たちの健康課題は、
何だと思いますか？

学校保健と保健主事



「学校保健活動をめぐる危機意識の覚醒」（筑波大学 教授 柳沢和雄）
ＮＩＴＳニュース第61号 平成30年10月５日（ＮＩＴＳ独立行政法人教職員支援機構）

しかし、養護教諭だけで多様な健康課題に対応する
ことは困難です。

学校保健活動は、健康課題に関する専門的な知識や
技術が求められることから養護教諭に依存している
学校も多いようです。

そこで学校保健活動に関する調整や学校保健計画の
作成、組織的活動の推進に当たる保健主事の活躍が
期待されるのです。

養護教諭の持つ専門的知識を学校保健計画や組織的
活動に生かしながら、保健主事を中心とした体制づ
くりが求められます。

養護教諭は、「教育学」「保健学」「看護学」「医学」
「心理学」「公衆衛生学」など幅広い分野の専門知識・
技術を身に付けています。



〈学校保健の領域・内容〉（参考例）
改訂『「生きる力」を育む学校での歯・口の
健康づくり』（令和元年度改訂）を参考に作成



（ア）健康観察 （イ）健康相談 （ウ）健康診断
（エ）感染症の予防 （オ）救急処置 （カ）学校環境衛生

ア 教育活動の推進に不可欠な保健管理

学校における体育・健康に関する指導を、児童（生徒）の発達の
段階を考慮して、学校の教育活動全体を通じて適切に行うことによ
り、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教
育の充実に努めること。

学習指導要領（平成29年３月告示）総則第１の２の（３）より抜粋

イ 学校教育全体で行う保健教育

〇校内における教職員の協力体制の確立
〇効果を高めるための家庭や地域社会との連携
〇学校保健委員会の活性化

ウ 学校保健に関する組織活動の推進

保健教育の組織的かつ計画的な
推進による、カリキュラム・マ
ネジメントの確立が重要です。

P.6

P.8

P.8

各活動の目的や方法、法的
根拠についても、理解して
おくことが大切です。

①学校保健と学校全体の活動との調整



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

主
な
学
校

行
事
等

入学式
PTA総会
保護者会

修学旅行
避難訓練(防犯)
校外学習(1年)

歯と口の健康週間
プール開き
地区懇談会
職員研修①

学校保健委員会
(第1回)
保護者会

体育祭
避難訓練(地震)
職員研修②

学
校
保
健

計
画
の
作
成

保
健
教
育

保
健
管
理

学
校
保
健
に
関
す
る

組
織
活
動
の
推
進

学
校
保
健

の
評
価

学校保健計画の決定 学校保健計画の見直し、一部修正

年間計画の決定 歯と口の健康週間行事 夏季休業中の指導 薬物乱用防止教室

健康診断の実施と事後措置等

学校環境衛生検査（通年）

係分担の決定 学校保健委員会（第１回） 職員研修（感染症・食中毒）

職員研修（緊急時対応・教育相談・応急手当・心肺蘇
生法・ＡＥＤ・アレルギー管理・熱中症予防）

学校保健の評価方法の決定 各活動の評価 ４月以降の評価 各活動の評価

□指導者の決定、打合せ □必要な器具、用具の準備 □緊急時対応の検討・決定
□日時、会場等の決定 □要配慮生徒の確認、取りまとめ ※取組内容の記載例

～～～～～～～～
～～～～～～～
□～～～～～～～～～

保健主事の仕事内容を項目ごとに記載しておく
（例：□昨年度計画の確認） ※完了したら を付ける。

～～～～～～～～
～～～～～～～

P.34

①学校保健と学校全体の活動との調整

□～～～～～～～～
□～～～～～～～
□～～～～～～～～～



10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

薬物乱用防止教室
ＰＴＡ研修会

地域学校保健委員会
(第2回学校保健委員会)
市民健康フェスタ

がん教育講演会
校内マラソン大会
市民ロードレース大会

スキー体験学習(1年)
避難訓練(地震・火災)
私立高校入試

校外学習(2年)
学校保健委員会
（第３回）

卒業式
公立高校入試

主
な
学
校

行
事
等

学
校
保
健

計
画
の
作
成

保
健
教
育

保
健
管
理

学
校
保
健
に
関
す
る

組
織
活
動
の
推
進

学
校
保
健

の
評
価

次年度の学校保健計画（案）の作成

がん教育講演会 年度末・年度初めの指導

次年度年間計画（案）の作成

薬物乱用防止教室

臨時の健康診断

学校環境衛生検査（通年）

次年度係分担（案）の作成

地域学校保健委員会
（第２回学校保健委員会）

学校保健委員会（第３回）

市民健康フェスタ参加

各活動の評価９月以降の評価各活動の評価 年度末評価 評価方法の見直し

□修正点の確認
□次年度原案の作成
※取組内容の記載例

インフルエンザ等の感染症対策（予防・感染拡大防止）の実施

□～～～～～～～～～～～～～
□～～～～～～～～～～
□～～～～～～～～～～～～～～

感染症などが発生した場合には、そ
の活動を書き加えたり、各活動の原
案作成や決定等の時期の目安などを
設定したりすると、一層円滑に仕事
が進められます。

P.35

①学校保健と学校全体の活動との調整



P.38

②学校保健計画の作成と実施



学校保健安全法（昭和33年法律第56号）（学校保健計画の策定等）

第５条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、

児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その

他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない

ア 学校保健計画の内容
〇保健管理に関する事項 〇保健教育に関する事項 〇組織活動に関する事項

イ 学校保健計画作成の手順
①情報の収集と作成方針の決定 ③各組織との連絡・調整
②目標や活動の内容の設定 ④学校保健計画の決定

ウ 学校保健計画作成上の留意点 ※関係するキーワード
・自校の実情 ・学校の実態 ・教育方針や諸行事との有機的な関連
・保健管理と保健教育の関連 ・設置者及び各関係機関との連絡・調整
・関係教職員の理解を深め、明確な責任分担 ・ＰＴＡ、家庭や地域社会の保健活動との連携
・カリキュラム・マネジメント

エ 学校保健計画の実施に当たって ※関係するキーワード
・活動ごとの実施計画や運営案の作成（ねらい、日時、場所、参加者、役割分担、流れ等）
・保健部会等の計画的な実施により、実施状況を確認
・学校医、学校歯科医、学校薬剤師との連絡・調整 ・児童生徒の自発的・自治的活動
・教職員の健康管理 ・適切な評価の実施と次年度への反映

保健主事が中心となって作成する
⇒責任や負担を一人で負うのではな
く、「学校保健活動に関わる人た
ちを結ぶ」

P.9

P.9

P.10

P.11

P.11

②学校保健計画の作成と実施
学校の実態を踏まえ、児童生徒や
教職員の健康の保持増進や自校の
健康課題の解決につながるものに
することが重要。



実施項目・順序 保健主事としての働きかけ

情報の収集と
作成方針の決定

○学校保健安全法等を踏まえ、保健主事として全体像を捉え、計画作成の方向性を定める。
○評価記録や申し送りなどから課題を捉える。
○保健部で協力し、各担当など関係者との意見交換を進める。
○管理職への報告・相談を適宜おこなう。
○保健部会を開き、集めた情報から課題を絞り込む。

目標や活動の
内容の決定

○校長の学校経営方針と、情報の分析によって明らかになった健康課題を照らし合わせる。
○管理職から指導・助言を受け、保健部会で学校保健目標や重点目標の案を決定する。
○学年部会・分掌から情報を集め、学年保健目標や活動事項を設定する。
○具体的な学校保健活動の確認と調整をする。

各組織との
連絡調整

○各学年部、関連教科、特別活動などの担当者と、指導する内容や時期、授業時数等につい
て確認し調整をする。

○児童（生徒）会やPTA、地域の関係機関等と一緒にできる活動について事業の調整をする。
○学校保健委員会の開催予定を確認する。

学校保健計画
の決定

○保健部で協議し、目標や活動内容を学校の全体計画に位置付ける。
○保健部以外の各部と調整し確認をおこなう。
○管理職からの指導・助言を生かす。

P.38

P.39

学校保健計画を作成するための手順と保健主事の働きかけの例

〇これまでの学校保健計画の評価や関係者の意見などの情報を収集し、計画の方向性や作成の手
順の方針を定めましょう。

○学校保健活動に関わる人たちの協力を得ながら、計画の方向性や作成の手順を確認し、みんな
で知恵を出し合って作成しましょう。



《学校保健計画の例》
令和〇〇年度〇〇中学校 学校保健計画

１ 学校教育目標 知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成
・自分で考え進んで学ぶ生徒
・素直で明るく思いやりのある生徒
・健康で、最後までやり抜く生徒

２ 学校保健目標
生徒が自らか進んで心身の健康づくりをおこなうために必要な資質・能力を育成する。また、生徒の健
康の保持増進に関わる各種活動を計画的に実施するとともに、学校、家庭、地域社会が連携して取り組む
組織体制の充実を図る。

３ 今年度の重点目標
（１）生徒の心身の健康の保持増進のための資質・能力の育成に向けて、教科等横断的な視点での取組の

充実を図る。
（２）健康診断の実施に関する質的な充実を図ること、また、各学校行事における生徒の健康管理に関す

る課題を明確にし、改善を図る。
（３）学校保健委員会の企画立案において保護者や地域の関係者の意向を取り入れるとともに、その課題

の解決に向けた取組において、学校、家庭、地域の関係機関の連携の機会を設ける。

４ 方針・分担等
（１）保健体育科、特別活動、総合的な学習の時間等の各主任教諭が協議して保健教育指導計画を立案す

るとともに、各授業担当における共通理解を図る。
（２）健康診断を担当した全教員に実施後の振り返りシートの記入を依頼して、運営上の課題を明らかに

し、次年度の改善案を検討する。また、各学校行事における生徒の健康面の配慮事項等についての
課題を明確にし、改善策を講じる。

（３）学校保健委員会においては、保健主事を中心に生徒会、ＰＴＡ、地域の関係者等との連携を図り、
生徒の健康課題の解決に向けて一体となって取り組む。その際、生徒や保護者を対象としたアン
ケートなどを適宜実施するなどして、取組の方針や対策を決定する。

次のスライドに続く

P.40



《学校保健計画の例》
５ 年間計画（一部）

月 保健教育 保健管理 組織活動 備考

４

・保健教育計画の決定
・保健教育教材の確認
【特別活動】学級活動
１年「望ましい生活習慣」

・保健調査の実施
・健康診断計画立案
・身体計測
・視力検査、聴力検査
・机、椅子の調整
・内科検診

・係分掌の決定
・保健部定例会
・学校保健委員会組織
・ＰＴＡ保健委員会

・入学式
・ＰＴＡ総会
・生徒会組織会
・部活動組織会

５
【保健体育科】保健分野
３年「健康と環境」

・歯科検診
・耳鼻科検診
・飲料水の検査

・保健部定例会
・第１回学校保健委員会

・生徒会総会

月 保健目標
学校保健
関連行事

保健管理 保健教育

組織活動対人
管理

対物
管理

教科等

特別活動
個別・
日常指導学級

活動
生徒会
活動

《学校保健年間計画（項目設定）の例》

P.40

具体例は、P.60～65



P.43

③学校保健に関する組織活動の推進



ア 教職員の協力体制の確立
〇校内体制づくり 〇校内研修
〇組織活動の活性化 〇教職員の意識を高める働きかけ

イ 家庭・地域社会との連携
〇家庭との連携 〇地域社会との連携

ウ 学校保健委員会の開催
学校保健委員会は、学校における健康の問題を研究協議し、健康づくりを推進する組織
〇組織構成（校長、関係教職員、保護者、地域の保健関係者、児童生徒など）
・学校や地域の実情に応じて決定する
・学校が当面している健康課題の解決を目指すための機能的な組織とする
・その年度の方針に即して弾力的なものにする

〇企画・運営
・議題選びが重要（具体的な議題に絞る。現状の課題解決の方向性が出るような議題。）
・運営案を作成（日時、場所、ねらい、参集者、事前の準備、議事の展開等）
・運営上の観点

「学校と家庭の役割の明確化」「実践の手立てが具体的にイメージできる議題」
「課題解決に効果的に働く組織と運営に配慮」「協議された事項は実践に移す」

児童生徒の健康の保持増進や心身の健康問題が学校保健委員会で話し合われ、
解決の方向に動き出すような運営に心がけることが大切です。

P.12

P.13

P.14

③学校保健に関する組織活動の推進



中央教育審議会答申（平成20年１月）における例示

P.16



P.48

学校保健委員会開催の手順と保健主事の活動内容の例



実施項目・順序 保健主事としての働きかけ

情報収集と、
開催方法の決定

●開催されていない理由や開催するための手順などを管理職に相談する。
●集めた情報などから、保健部会において開催に向けての手順や役割の分担などを確認する。

実施計画や
運営案の作成

●学校保健目標を達成するためにどのような学校保健委員会を開催すべきか、年間の開催予定を決定する。
●どのようなテーマで、どのような話合いをするかなどについて、その後の活動もイメージしながら準備

や運営の仕方を計画（運営案を作成）する。

開催に向けての
準 備

●学校医等やＰＴＡ代表との日程調整をする。
＊管理職に依頼することでスムーズに調整が進みます。

●充実した話合いとするため、事前にテーマや運営案を委員へ送付する。
●欠席する予定の委員の意見や助言を事前にまとめておき、協議に生かす。
●資料の内容や分量を最小限にし、資料の準備は保健部で分担する。
●運営案に基づき、話合いの流れ、資料の活用方法、話合いからどのような活動につなげることができる

か、などについて、保健部で事前に確認する。

開 催

●建設的な意見が出されるよう導き、その後の活動や次回の開催までに具体的に実践する内容を確認する。
＊各委員の参画意識や活動意欲を高めることにもつながります。

●学校保健委員会の協議内容を受けて、その後の活動につなげるよう働きかける。

評 価
●学校保健委員会のメンバーや運営内容、協議やその後の活動などについて保健部で評価・検証を行う。
●改善に向けての進め方を示す。

管理職や保健部員に相談するなど協力の輪
を広げながら進めていくことが大切です。

開催に向けての手順や内容を明確に示し、
関係者の共通理解を図りながら進めるこ
とも大切です。

保健部員に対して関係資料等の作成や担当
を依頼するなどリーダーシップを発揮する
ことが求められます。

常に管理職への報告・連絡・相談をおこな
うことが重要です。

P.49

学校保健委員会開催の手順と保健主事の活動内容の例



《学校保健委員会運営案の例》

令和〇年度 第〇回 学校保健委員会運営案
〇〇学校

１ 日時 令和〇年〇月〇日（ ） 午後 時 分 ～ 時 分

２ 場所 〇〇学校 会議室

３ 議題 「〇〇〇・・・・・・・・」

４ ねらい ＊この日の会議のめあてを明らかにする

５ 参集者 ＊出席する委員の職名（役職名）を記載する。

６ 他の活動との関連 ＊今までの学校保健委員会とのつながりや特別活動・教科等との関連を記す。

７ 事前活動・準備 ＊それぞれの立場で、誰が何をするのか、どのような準備が必要かを記す。
保健主事 ……… 関係者（学校医など）との調整、養護教諭と協力
保健部（生徒保健委員） … アンケート調査と結果のまとめ、資料作成
学校医、学校歯科医、学校薬剤師 … 出された質問等に答える準備

８ 議事の展開 ＊進行、議事の内容（イメージ）等を載せる。
全体の司会 …… 保健主事
議事の進行 …… 教頭
準備物 ………… 掲示資料、視聴覚機器

９ 事後の活動 ＊協議を受けて、それぞれがどのような活動を実践できるのかを記す。
（教職員、児童会・生徒会、ＰＴＡ、関係機関など）

議事の流れ時間 保健部 保護者 教職員 行政担当 学校医等

問題提起
報告等

20分

協議 30分

まとめ 10分

P.51



P.55

④学校保健に関する評価の実施



ア 学校保健に関する評価の観点及び内容
（ア）学校保健の基本的な捉え方
（イ）学校保健計画の作成及び改善
（ウ）保健教育
（エ）保健管理
（オ）学校保健に関する組織活動

イ 評価の機会と方法
学校教育全体の中で、多面的かつ継続的におこなうことが大切。

ウ 評価をする際の配慮事項
（ア）成果の評価とプロセスの評価
（イ）学校保健に関する項目の学校評価への位置付け
（ウ）計画、実施、点検をもとにした評価

・児童生徒の日常生活の行動について、教職員が観察により評価する方法
・面接や質問紙を用意しての質問による方法
・各担当者による記録の収集、分析による方法
・教職員等の話合いによる方法
・児童生徒、保護者、地域の方々などの意見収集、分析による方法 など

評価の結果は、次の活動の改善に具体的に生かすようにすることが大切です。その際、結果
の活用に当たっては、児童生徒の人権やプライバシーの保護に十分配慮する必要があります。

P.17

P.18

P.18

④学校保健に関する評価の実施



項目・手順 保健主事の働きかけ

計画の実施状況と課題と
なっている原因の把握

○保健部など関係者に対し、実態把握を依頼する。
○保健部会を開いて、問題点を分析し課題を明確にする。

評価・改善の実践

○主な活動の評価を実施する。
○評価結果と改善策を職員へ周知する。
○早急に見直しが必要な箇所への改善を依頼する。
○先進校の事例を参考に、自校の取組を見直す。

次年度への確実な引継ぎ

○次年度に向けての改善策を記録し引き継ぐ準備をする。
○改善が必要な事故については、学校評価へ位置付けるよう、管理職や学校評価担当者に働きか

ける。

「評価カード」
氏名 ）

本日実施しました について、御意見や御感想をお願いします。
１ 企画・準備・運営について該当するものを○で囲んでください。

・大変よい ・どちらかといえばよい ・どちらかといえば悪い ・悪い
＊上記のように回答した理由をお書きください

２ 反省や感想があれば御記入ください。今後の参考にさせていただきます。

ご協力ありがとうございました。保健主事○○まで提出願います。

＊寄せられた意見等については、職員会議等で報告するようにしましょう。このことにより、多くの教職員か
らカードが提出されることとなり、学校保健計画や学校保健活動の推進に役立つことになります。

P.41

P.42

学校保健計画を見直す手順の例

各活動後の評価カードの例



○組織活動が位置付けられていますか。
○教職員の協力体制が確立され、活動が円滑におこなわれていますか。
○家庭やＰＴＡ等との連携が図られていますか。
○学校保健委員会が開催され、健康に関する課題が解決されていますか。
○関係機関・団体など地域との連携が図られていますか。

組
織
活
動

○学校保健に関する評価・記録が生かされていますか。
○児童生徒の実態に即したものとなっていますか。
○保健部会、保護者、関係機関等の意見が生かされていますか。
○学校保健目標が反映されていますか。

全

般

○保健教育をおこなう時間が適切に確保されていますか。
○教科等において保健に関する内容の理解が深まるよう配慮されていますか。
○学級活動・ホームルーム活動における保健の指導が効果的におこなわれていますか。
○学校行事等における保健の指導が適切におこなわれていますか。
○児童会活動・生徒会活動等における保健の指導が適切におこなわれていますか。
○部活動も含めた学校生活における日常の保健の指導が適切におこなわれていますか。
○子供の実態に応じた個別指導が適切におこなわれていますか。

保
健
教
育

○健康診断が適切かつ効果的におこなわれていますか。
○健康相談が計画的におこなわれていますか。
○学校環境衛生検査及び学校環境衛生活動等が適切におこなわれていますか。
○健康に問題がある児童生徒の管理が適切におこなわれていますか。
○法令集及び法令に基づく公表簿等や必要な記録が整理されていますか。

保
健
管
理

P.42

学校保健計画を見直すための評価視点例



評価活動の内訳 段階・内容 評価の観点・視点・方法 期待できる点

①診断的評価
（事前評価）

学校保健活動の目標や計画の設
定の前に、現状を把握する評価
・「計画作成」段階に現状や課

題を評価するもの

（例）「人」を対象として「計画作成」
や「実施内容の企画」に必要な「意義」
や「取組の状態」を評価することにより
実態把握すること

学校保健上の課題や方向
性を踏まえた計画や企画
になることが期待できる。

②形成的評価
（実施中評価）

学校保健活動を実際におこなう
過程の中での評価
・「実施」段階におこなう過程

（プロセス）を評価するもの

（例）実施中にどのような状況にあるの
か、何がうまくいっていて、どんな課題
があるのかなどを評価すること、メモな
どに記録すること、問題点の指摘にとど
まらずに次への改善策を示すこと、それ
らを報告することなど

実施上の不都合な状態の
改善や、よりよい方向へ
の改善が期待できる。

③総括的評価
（事後評価）

学校保健活動の総括的な評価
・行事の終了後やある区切りに

よって全体を見渡して評価す
るもの

（例）学校行事などの終了後に保健部な
どの組織で話合い、その改善策をまとめ
ること、また「今年度のまとめと次年度
への展望」をまとめること

次年度への方向性が見い
だされることが期待でき
る。

学校保健活動の評価をするには？
〇評価は、次への手がかりを得るものと考えてみましょう。
・学校保健活動がよりよい方向に向かうための手がかりを得ることにつながるとともに学
校経営の改善にもつながります。

・よりよい方向に向かうための最低限の手順、方法を確立できるような評価のシステムを
つくりましょう。

〇「診断的評価」（事前評価）、「形成的評価」（実施中評価）、「総括的評
価」（事後評価）を考えてみましょう。
・まず、評価をする基準をしっかりと設定し、評価を行うことが必要です。
・時系列的に評価活動を考えてみましょう。 P.55
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時系列から考える評価活動



P.57

保健主事に求められるマネジメント



「学校保健活動のマネジメント」と評価について
・保健主事として、実務をこなすために必要な環境は整っていたか。
・組織体制は整っていたか。
・学校経営方針を踏まえていたか。
・各行事等の運営で組織を機能させたか。
・担当者、施設・用具、経費、情報の準備は適切だったか。
・教職員及び児童生徒の満足度に働きかけたか。

「保健主事と組織」と評価について
・組織が動くように働きかけたか。
・管理職との連絡・調整は適切だったか。
・各係との連絡・調整は適切だったか。

「保健主事とリーダーシップ」と評価について
・組織が活性化するように働きかけたか。
・保健主事として目標指向と集団維持機能を使い分けたか。
・うまくいった働きかけはどんな場面だったか。
・うまくいかなかった場面はどんな場面だったか。

「学校保健活動全体」と評価について
・年度当初に立てた目標の達成はどのくらいできたか。
・保健主事の働きかけに対して得られた成果はどのようなものか。
・学校保健組織の活動の状態（活性化の程度）は高まったか。
・児童生徒の健康の保持増進につながったか。

P.57

保健主事自身が自分の仕事を振り返って評価するときの視点の参考例



生命（いのち）の安全教育の実施

（１）指導の手引き・教材について（文部科学省）

ア 指導の手引き
 各段階に応じたねらいや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指導上の配慮事項、障害のある児童生徒へ
の指導方法の工夫、保護者への対応等が示されている。

  イ スライド教材・動画教材
児童生徒の発達の段階や学校の状況を踏まえ、各学校の判断により、教育課程内外の様々な活動を通じて活用することが可
能である。また、教材の内容については各学校や地域の状況等に応じて、適宜内容の加除や改変を行った上での使用も可能で
ある。

 （２）参考事例集について
      幼稚園・保育園・認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の多様な事例が、全体計画、目標、

学習指導要領等との関連箇所、授業展開例、指導上の留意点等の構成によりまとめられている。

文部科学省HP
 二次元コード



生命（いのち）の安全教育の実施

文部科学省スライド教材

各学校においては、今年度、幼児期、小学校低・中学年、
高学年、中学校、高等学校でそれぞれ最低１回は実施し、
全ての児童生徒等に「生命（いのち）の安全教育」を行
うようにする。

文部科学省の指導の手引きを活用し、そのまま授業で使用し
ても構いません。また、必ずしも手引きを使わなければなら
ない訳ではありません。次のスライドの各発達段階に応じた
内容に沿って実施してください。

文部科学省HP
 二次元コード



生命（いのち）の安全教育の実施



薬物乱用防止教育の充実

•薬物乱用防止教室の100％実施とその充実

•大麻・危険ドラッグをはじめとする最新の

 情報による指導

•自尊感情を高める指導法の工夫

•学校・家庭・地域が一体となった取組を推進

•保護者・地域住民の参加依頼率１００％

•保護者の参加と地域との連携

•専門性を有する外部講師や啓発教材等の活用

•学校保健委員会や保護者会を活用した啓発



薬物乱用防止教育の充実
公益財団法人 日本学校保健会
「薬物乱用防止教育のスライド資料集」の使用
に関する手引き（Ｒ７．３）の活用



薬物乱用防止教育の充実

薬物乱用防止教室の開催には、保護者や地域住民
にも参加を呼びかけること

※保護者や地域住民に周知した学校
（令和７年度 学校健康教育実践状況調査結果から）

小学校        100％（R6  100%）
中学校 100％（R6  100%）
高等学校 100％（R6  100%）
特別支援学校 100％（R6  100%）

薬物乱用防止教育研修会…令和８年度もオンライン
開催（期日未定）

学校薬剤師研修会…令和８年９月６日（日）にオン
ラインで開催する。



学校における「性に関する指導」の充実

＜現状＞ （令和７年度 学校健康教育実践状況調査結果から）

・学校全体で共通理解を図る 
小：100％ 中：100％ 高（全日制）：100％ 

高（定時制）：100％  特別支援：100％

・発達の段階を踏まえて推進するために、指導内容や

教材を委員会等で検討

小：89.8％ 中：87.7％ 高（全日制）：62.7％

高（定時制）：73.1％  特別支援：89.1％

・家庭の理解･協力 

 小： 100％ 中：100％ 高（全日制）：100％ 

高（定時制）：100％ 特別支援：100％



学校における「性に関する指導」の充実

・児童生徒の発達の段階を踏まえること

・学校全体で共通理解を図ること

・家庭・地域との連携を推進し、保護者や地域の

理解を得ること

・集団指導と個別指導の連携を密にして効果的に

行うこと

＜令和８年度 県教育委員会の取組＞

・埼玉県「性に関する指導」指導者研修会

令和８年８月４日（火）オンライン開催

・「性に関する指導」授業研究会        

令和８年１０～１１月頃 小・中・高のモデル校 



学校における「性に関する指導」の充実

知識を活用した保健学習

性に関する指導編 感染症編

課題解決支援事業実施報告書知識を活用した保健学習

二次元コード



がん教育について

＜がん教育の定義＞

がん教育は、健康教育の一環として、がんにつ
いての正しい理解と、がん患者や家族などのがん
と向き合う人々に対する共感的な理解を深めるこ
とを通して、自他の健康と命の大切さについて学
び、共に生きる社会づくりに寄与する資質や能力
の育成を図る教育である。 

＜がん教育の目標＞

・がんについて正しく理解することができるよう

にする。

・健康と命の大切さについて主体的に考えること

ができるようにする。



がん教育について

＜学校教育におけるがん教育の留意点＞
・学校教育活動全体での推進
・発達の段階を踏まえた指導
・外部講師の参加・協力など関係諸機関との連携の推進

＜がん教育を展開する上で配慮が必要な事項＞
・がんの当事者
・がんにかかったことのある児童生徒
・家族にがん患者がいる児童生徒
・家族をがんで亡くした児童生徒
・がんに限らず重病・難病等に係ったことのある児童
生徒など →個々の状況に配慮した指導

・外部講師を活用したがん教育の実施（令和６年度 学校健康教育実践状況調査結果から）

小：12.9％  中：14.2％  高（全日制）：9.7％  高（定時制）：3.8％  特別支援：3.6％



がん教育について

＜令和８年度 県教育委員会の取組＞

・がん教育指導者研修会

令和８年８月２１日（金）～９月１７日（木）

動画配信

・がん教育授業研究会        

令和８年１０～１１月頃   

小学校 ：八潮市立大曽根小学校

中学校 ：熊谷市立荒川中学校

高等学校  ：県立三郷高等学校



埼玉県「がん教育総合支援事業」実施報告書

※県保健体育課ＨＰ参照

平成２７年度～令和７年度

モデル校におけるこれまでの
授業実践（学習指導案など）
も掲載されています。

がん教育について



保健教育の充実

改訂「生きる力」を育む保健教育の手引（文部科学省）

★文部科学省ＨＰに掲載されています。



★県保健体育課ＨＰにも掲載している。

学校における保健教育の基本的な考え方が示されている。

学習指導要領の趣旨を踏まえ、学校現場ですぐに活用
することができるよう、Ｑ＆Ａ方式で構成されている。

Ⅰ 学校における保健教育の必要性
Ⅱ 学習指導要領（体育・保健体育）の考え方
Ⅲ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
Ⅳ 授業づくりのポイント
Ⅴ 学習指導要領に基づく指導と評価
Ⅵ 領域ごとの指導内容
Ⅶ 指導事例
Ⅷ 参考文献等

P.  1
P.11
P.21
P.30
P.43
P.70
P.83
P.115

保健教育指導参考資料 なるほど！保健の授業づくり －令和４年度発行－
令和５年３月 埼玉県学校保健会 埼玉県教育委員会

保健教育の充実



心の健康に係る参考資料｜令和7年度｜日本学校保健会刊
行物｜学校保健ポータルサイト

保健教育の充実

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/286
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/286
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/286
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/286


児童生徒等の健康診断関係
〇健康診断の実施について

平成28年４月１日の学校保健安全法施行規則一部改正に基づき、感染防止対策を
図った上で、児童生徒等の健康診断を適切に実施する。

〇健康診断結果の通知について

・心身に疾病又は異常が認められない児童生徒に対しても、結果を通知する。

・専門医への受診が必要と学校医の診断を受けた児童生徒については通知後の受診
の有無を確認する。

・未受診の場合は、健康課題を残したまま放置されることのないよう適切に対応す
る。

・学校保健安全法施行規則第９条に基づき、健康診断実施後、２１日以内に結果を
通知する。

〇就学時の健康診断について

学校を会場として就学時の健康診断を実施する際には、個人情報や既往歴・成育
歴などのプライバシーの取り扱いに十分配慮すること。

〇学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当たって留意すべき事項

について

令和６年９月２６日付け通知を参考に、プライバシーや心情に配慮した健康診断
の対応について、健康診断を受けることが出来なかった児童生徒等への対応につい
て、月経随伴症状等の早期発見及び保健指導の実施について等、適切に実施する。



児童生徒等の健康診断関係

令和6年2月26日付け教保体第1725-2号（県立学校は-1号）「児童生徒等の健康診断時における配慮について（通知）」に添付



令和８年３月改訂

入国前結核スクリーニングの実施
に伴い改訂された。

学校における結核対策マニュアル 令和７年度改訂｜令
和7年度｜日本学校保健会刊行物｜学校保健ポータルサイ
ト

入国前結核スクリーニング Japan Pre-Entry Tuberculosis 
Screening ｜厚生労働省

児童生徒等の健康診断関係

https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/281
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html


色覚検査について

○保護者への周知について

・保護者に対し、色覚の特性について広く周知し、

学校医の健康相談などでも検査が可能なことを

知らせる。

・児童生徒等の健康診断マニュアルには、色覚検

査申込書例が示されているので、必要に応じて

活用する。

○教職員への啓発について

・教職員が色覚の特性に関する正確な知識を持つよ

う、教職員へ色覚に関する啓発を行う。

・教職員が色覚の特性についての配慮や適切な指導

ができるよう取り計らう。



目の健康を守るために

文部科学省の啓発資料等を県のホームページに掲載しています。

【二次元コード】



食物アレルギー疾患への対応について

○学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の活用に

ついて

○「学校生活管理指導表」に係る受診の生活保護法上

の取扱いについて

○学校において食物アレルギー症状を発症した事例等

（症状のない誤食事例を含む。）の報告

○「アレルギーによる救急搬送」があった場合の第一

報について

○アレルギー疾患生活管理指導表に関する相談事業

＜参考通知＞
（県立学校）R6.11.12付け【教保体第1223号】、
（市町村教育委員会宛て）R6.11.25付け【教保体第1265号】
「食物アレルギー・アナフィラキシー対応の徹底について（通知）」
R6.12.18付け【教保体第1400号】
「『食物アレルギー・アナフィラキシー事故防止チェックリスト』を活用した対
応の徹底について（通知）」



食物アレルギー疾患への対応について

学校における食物アレルギー
対応マニュアル〔６訂〕

＜令和８年度 食物アレル   
ギー・アナフィラキシー

対応研修会＞

【教職員向け研修（初級）】

★動画配信 ７月下旬～

【教職員向け研修（中級）】

★期日未定



感染症について

学校における
感染症発生時の対応

－第３版－
・学校現場での感染症発生時
の対応 事例とQ＆A

・感染症に関する用語の整理、
通知、報告方法、出席停止

・感染症予防について

・児童生徒及び教職員の健康
の保持増進

【新型コロナウイルス感染症に係る対応】

最新の通知等に基づき対応する。



学校において予防すべき感染症の解説

感染症について

https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R070040r/index_h5.html


熱中症への対応について

○熱中症の予防については、「県立学校版熱中症対策ガイド
ライン」を参考に、学校でも熱中症予防対策の徹底を図る。
熱中症警戒アラートを効果的に活用する。



紫外線対策について

○学校においては、児童生徒が屋外で活動
する場面も多く、適切な紫外線への対応
が必要である。

＜主な紫外線対策の内容＞
（「紫外線環境保健マニュアル2020」から抜粋）

・紫外線の強い時間帯を避ける
・日陰を利用する
・帽子をかぶる
・衣服で覆う
・日焼け止めを上手に使う



子宮頸がん予防ワクチンについて

○県保健医療部感染症対策課ホームページを
参考に対応を進めてください。

なお、児童生徒及び保護者から相談を受けた
際には、下記ホームページに記載されている
相談窓口を紹介してください。

感染症対策課ホームページ：
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/siky
ukeigan.html



脳脊髄液減少症について

○スポーツ外傷や交通事故による鞭打ち症など比較
的軽微な外傷等が原因で脳脊髄液が漏れることに
より発症するといわれている。

〇いくつかの症状が組み合わさり、見た目にはどこ
も悪くないように見えるため、精神的なもの（怠
惰など）だという誤解が生じたり、周囲から批判
を受けることもあるため、配慮が必要。

○学校では、事故が発生した後に、児童生徒等に頭
痛やめまい等の症状が見られた場合、「脳脊髄液
減少症」という疾病があることを保護者等に伝え、
医療機関の受診を促すこと。



起立性調節障害について

〇朝起きられない、倦怠感といった症状から、
「怠け」などと誤解されることもあるので、疾
患や特性に対し、教職員や周囲の児童生徒が正
しく理解をすることが重要である。

〇疾患や特性により、学校生活に困難さを感じ
ている児童生徒に対しては、主治医の指示に基
づき、規則正しい生活など個別の保健指導を行
うとともに、保護者の協力を得ながら、本人の
体調に寄り添った支援を行うことが重要である。



シックスクール問題、いわゆる「化学物質過敏症」
への対応について

○シックスクール問題について

化学物質を原因とする児童生徒の健

康被害が生じないように努めること

○いわゆる化学物質過敏症への対応

改築、改修、学校用備品、学用品の

購入には十分に配慮すること

○香料などへの対応

香料で具合が悪くなる場合があるこ

とを踏まえ、学校内で使用する備品に

も配慮すること

【二次元コード】



農薬危害防止について

○学校における農薬の使用は必要最小限にとど
め、児童生徒に対する危害防止に十分な注意
をはらうこと。

○学校敷地内への農薬散布は、児童生徒が在学
し、授業を受けている日・時間帯には、原則
として実施しないこと。

参考：「埼玉県における県有施設及び樹木の消毒等に
関する取組方針（平成２０年１月２８日改正、同４月
１日から適用）」に留意することにより、児童生徒に
対する農薬等による危害防止の徹底を図ること。



令和８年度（2026年度）学校健康教育必携

第1章 学校健康教育を推進するために

第2章 学校健康教育の推進方策

・学校保健の充実

・学校安全の充実

・学校における食育の推進

・各分野の最新動向や現代的

 健康課題への対応、実践事例等

第3章 年間の事業計画等

第4章 令和７年度学校健康教育実践

状況調査結果

第5章 資料編
【二次元コード】



「保健主事の手引＜三訂版＞」（財団法人 日本学校保健会 平成16年２月）

保健主事は、（略）学校保健についての理解はもとより調整の能力と企画力
が求められる。

＜調整能力＞ （略）各教科はもとより教育活動全体との調整が必要である。
また、地域の関係機関や関係団体等との調整などの多様な能力が求められる。

①学校保健の役割や内容等を理解し、積極的に推進する意欲をもつこと。
②教育活動全般に精通していること（精通するよう努力すること）。
③教職員の考え方や意見をよく聞き、それを生かすよう努めること。
④養護教諭の役割を理解し、養護教諭と協力していけること。

＜リーダーシップ＞ （略）広い視野でものごとをよく見て、確かな見通
しをもった計画性と実行力が求められる。児童生徒の実態や家庭・地域の実
態等から学校の課題を明らかにし、活動の焦点を絞り、よりよい計画をたて
ることが学校保健活動をいっそう充実した活動へと高めることになる。
そこに、計画をたてる力、すなわち企画力が求められるのである。（略）

行動力、実行力が伴わなくてはならない。学校保健の大きな計画とその実施
に当たって、保健主事には推進者としてのリーダーシップを発揮することが
求められる。

保健主事に求められるもの



最後に・・・
保健主事は、学校保健を推進する
キーパーソンです。すべての教職員で
学校保健活動を推進していけるよう、
リーダーシップを発揮し、前向きに取り
組んでください。
本資料の中で扱った内容については、
校内の教職員に伝達し、共通理解を
図ってください。

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」



埼玉県マスコット「コバトン」

ご清聴
ありがとう
ございました


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64: ご清聴 ありがとう ございました

